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柿崎区地域協議会だより 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 上越市柿崎体育館の廃止について（スポーツ推進課） 

諮問理由：(仮称)柿崎区新保育園の建設用地として活用するため、令和 7年度末をもっ 

て施設を廃止するもの 

委員意見：なし 

答申：地域住民の生活に支障はないものと認め、市長に答申しました 
 

 

② 上下浜小学校及び下黒川小学校の廃止について（教育総務課） 

諮問理由：柿崎区内の保護者及び地域住民と意見交換を重ね、意向を確認した上で検討 

を行った結果、上下浜小学校、下黒川小学校及び柿崎小学校の統合により、 

子どもたちにとって望ましい学びの環境を確保する必要があると判断したこ 

とから、上下浜小学校及び下黒川小学校の廃止に関し、柿崎区の住民の生活に 

及ぼす影響という観点から意見を求めるもの 

委員意見：今回、統合の目標年度を令和 10年度にする変更がありましたが、改めて地域 

住民に向けた説明の予定はありますか？ 

教育総務課：答申後に地域住民の皆さんへの回覧文書において、統合年度が令和 10年度 

になることをお知らせします。 

答申：地域住民の生活に支障はないものと認め、市長に答申しました 
 

 

③ 柿崎マリンホテルハマナスの利用時間及び休館日の変更について（観光振興課） 

諮問理由：物価高騰など、経営環境が変化する中において、日帰り宿泊温浴施設等の安 

定的な運営が必要であることから、柿崎マリンホテルハマナスの利用時間及 

び休館日を変更することに関し、柿崎区の住民の生活に及ぼす影響という観 

点から、意見を求めるもの 

委員意見：なし 

答申：地域住民の生活に支障はないものと認め、市長に答申しました 
 

 

④ 上越市過疎地域持続的発展計画(案)について 

諮問理由：過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に基づき公示された過疎地 

域において、総合的かつ計画的な対策を実施するための事業計画として策定 

する、「上越市過疎地域持続的発展計画」を別紙※のとおりとすることについ 

て、柿崎区の住民の生活に及ぼす影響という観点から、意見を求めるもの 

委員意見：なし 

答申：地域住民の生活に支障はないものと認め、市長に答申しました 

※市ホームページ「地域協議会の活動状況（柿崎区）」をご覧ください 
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市から地域協議会への諮問事項 

諮問とは、市長が政策判断の参考とするため、地域協議会に区内の住民の生活に及ぼす影

響の観点から意見を求めるものです。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新保育園の整備スケジュール（案） 

 

 

 

 

 

 

 

※ 施設配置イメージ（案）及び新保育園の整備スケジュール（案）は、今後の施設規模等 

の検討や関係者との協議結果により、変更となる可能性があります。 
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小
学
校
の
統
合
に
つ
い
て 

 
下黒川小学校 

 

新
し
い
保
育
園
の
建
設
に
向
け
て 

柿
崎
区
内
の
４
保
育
園
を
統
合
し
た
新
保
育
園
の

設
計
が
10
月
か
ら
始
ま
り
ま
し
た
。 

市
で
は
、
保
護
者
や
地
域
の
皆
さ
ん
か
ら
ア
ン
ケ

ー
ト
等
で
い
た
だ
い
た
意
見
を
基
に
設
計
を
進
め
て

い
く
と
の
こ
と
で
す
。 

こ
の
ほ
か
、
今
後
、
建
設
地
に
あ
る
柿
崎
体
育
館
の

除
却
を
行
う
な
ど
、
開
園
に
向
け
た
具
体
的
な
取
り

組
み
を
順
次
進
め
て
い
く
予
定
と
な
っ
て
い
ま
す
。 

未
来
を
創
る
子
ど
も
が
、
安
全
で
す
こ
や
か
に
育

つ
保
育
園
と
な
る
よ
う
、
地
域
協
議
会
と
し
て
も
、
引

き
続
き
地
域
の
声
を
新
保
育
園
の
整
備
に
反
映
す
る

取
り
組
み
を
進
め
て
い
き
ま
す
。 

 
柿崎第一保育園 

施設配置イメージ（案） 

 
柿崎第二保育園 

 
上下浜保育園 

 
下黒川保育園 

 
柿崎小学校 

 
上下浜小学校 

柿
崎
区
内
３
つ
の
小
学
校
の
統
合
に
つ
い
て
、

10
月
の
地
域
協
議
会
に
お
い
て
上
越
市
か
ら
諮

問
が
提
出
さ
れ
、
協
議
の
結
果
、
11
月
に
答
申
を

行
い
ま
し
た
。 

柿
崎
区
内
小
学
校
の
統
合
に
む
け
た
取
組
に

つ
い
て
、
上
越
市
か
ら
次
の
よ
う
に
説
明
を
受
け

ま
し
た
。 

 ◎
統
合
目
標
年
度 

 

令
和
10
年
４
月 

 
 

※
統
合
後
使
用
す
る
柿
崎
小
学
校
の
校
舎
に

つ
い
て
、
大
規
模
な
改
修
工
事
が
必
要
と

判
断
し
、
改
め
て
統
合
に
向
け
た
ス
ケ
ジ

ュ
ー
ル
の
見
直
し
を
図
り
ま
し
た
。
そ
の

た
め
、
統
合
目
標
時
期
を
１
年
先
送
り
し

ま
し
た
。 

 

◎
大
規
模
改
修
工
事
の
概
要 

○
塩
害
に
よ
る
劣
化
の
全
面
的
な
改
修
と
老

朽
化
し
た
内
装
の
改
修
等 

・
校
舎
の
外
壁
面
の
全
面
的
改
修 

・
窓
サ
ッ
シ
の
入
れ
替
え 

・
校
舎
内
の
内
装
改
修 

・
ロ
ッ
カ
ー
や
下
駄
箱
の
入
れ
替
え 

・
特
別
教
室
の
エ
ア
コ
ン
設
置 

ほ
か 

 
 

○
工
事
予
定
期
間 

令
和
９
年
度 
約
１
年 

※
工
事
期
間
中
は
、
校
地
内
に
建
設
予
定
の

仮
設
校
舎
で
教
育
活
動
を
行
い
ま
す
。 

※
工
事
計
画
の
詳
細
が
決
ま
り
し
だ
い
柿
崎

区
内
小
学
校
及
び
、
保
育
園
保
護
者
の
皆

様
に
、
説
明
を
し
ま
す
。
ま
た
、
柿
崎
小
学

校
と
協
議
の
う
え
、
工
事
期
間
中
の
学
校

生
活
等
に
か
か
わ
る
配
慮
事
項
に
つ
い
て

も
説
明
し
ま
す
。 

◎
今
後
の
主
な
予
定 

【
通
学
方
法
】
今
後
、
公
共
交
通
機
関
の
活
用

も
含
め
て
教
育
委
員
会
で
検
討
し
ま
す
。
随

時
、
保
護
者
の
皆
様
に
説
明
し
ま
す
。 

 【
交
流
活
動
等
】
今
年
度
、
三
校
児
童
の
交
流

活
動
に
つ
い
て
学
校
職
員
に
よ
る
協
議
・
計

画
を
行
い
ま
す
。
交
流
活
動
の
開
始
時
期

は
、
学
校
の
計
画
に
よ
り
ま
す
。
令
和
10
年

４
月
統
合
ま
で
の
約
２
年
を
か
け
て
各
校

の
児
童
の
交
流
を
図
り
ま
す
。 

 【
学
校
組
織
等
】
今
後
、
統
合
実
行
委
員
会
を

設
置
し
、
Ｐ
Ｔ
Ａ
や
後
援
会
な
ど
の
組
織
に

つ
い
て
調
整
を
行
い
、
一
体
感
の
醸
成
と
円

滑
な
移
行
を
図
り
ま
す
。
開
始
時
期
は
、
学

校
や
関
係
者
と
検
討
し
ま
す
。 

 

【
そ
の
他
】
上
下
浜
小
学
校
・
下
黒
川
小
学
校

に
は
、
統
合
加
配
教
員
が
、
令
和
８
・
９
年

度
の
２
年
間
配
置
さ
れ
ま
す
。
通
常
よ
り
教

職
員
が
１
名
増
の
体
制
で
、
統
合
に
向
け
た

準
備
も
含
め
た
教
育
活
動
を
行
い
ま
す
。 

柿
崎
小
に
は
、
令
和
10
年
度
に
統
合
加
配

教
員
が
配
置
さ
れ
ま
す
。
通
常
よ
り
も
多
い

教
職
員
で
、
統
合
後
の
児
童
の
支
援
や
、
統

合
後
１
年
目
の
教
育
活
動
の
円
滑
な
推
進

に
取
り
組
み
ま
す
。 
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柿崎区地域協議会の主なうごき(令和 7年 8月～令和 7年 12月) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【
編
集
後
記
】 

 

名
残
惜
し
い
ほ
ど
短
か
っ
た
秋
が
過

ぎ
、
今
冬
は
雪
が
多
い
と
の
予
報
も
出
て

い
ま
す
。
厳
し
い
寒
さ
が
予
想
さ
れ
る
な

か
で
、
季
節
の
移
ろ
い
が
も
た
ら
す
自
然

の
豊
か
さ
と
、
そ
の
厳
し
さ
を
あ
ら
た
め

て
感
じ
て
い
ま
す
。 

11
月
の
秋
晴
れ
の
日
、
柿
崎
山
岳
会

の
皆
さ
ん
と
と
も
に
米
山
山
頂
の
ト
イ

レ
解
体
作
業
に
参
加
し
ま
し
た
。
解
体
し

た
材
料
を
休
憩
小
屋
ま
で
運
び
、
シ
ー
ト

を
か
け
て
来
春
ま
で
保
管
し
、
山
開
き
ま

で
に
再
び
組
み
立
て
る—

—

。
こ
う
し
た

作
業
を
長
年
続
け
て
こ
ら
れ
た
柿
崎
山

岳
会
は
、
残
念
な
が
ら
今
年
度
で
解
散
と

な
り
ま
す
。
現
在
、
そ
の
活
動
を
引
き
継

ぐ
た
め
の
準
備
が
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。 

冷
え
込
み
が
増
す
こ
れ
か
ら
の
季
節
、

お
体
に
お
気
を
つ
け
て
、
あ
た
た
か
く
新

年
を
お
迎
え
く
だ
さ
い
。 

（
小
山 

慶
） 

編
集
委
員
長 

佐
藤
ま
ゆ
み 

編
集
委
員 

石
田
一
久 

小
出
祥
世 

小
山 

慶  

佐
藤
昌
貴 

滝
澤
正
芳 

開催月日 会議名 開催月日 会議名 

08月 19日 第 5回柿崎区地域協議会 10月 21日 第 7回柿崎区地域協議会 

08月 29日 第 8回米山薬師を守る会 10月 21日 第 10回スポ×まちプロジェクト 

09月 08日 第 10回ネットワーク柿崎 10月 31日 第 11回ネットワーク柿崎(意見交換会) 

09月 16日 第 6回柿崎区地域協議会 11月 18日 第 8回地域協議会 

10月 02日 第 9回スポ×まちプロジェクト 11月 18日 まちづくりフォーラム実行委員会 

10月 14日 まちづくりフォーラム実行委員会 11月 25日 第 5回地域協議会だより編集委員会 

10月 20日 第 4回地域協議会だより編集委員会 12月 16日 第 9回地域協議会 

 

4 

まちづくりフォーラムを開催します 

 

今年度も皆さんの身近な内容となっています。 

 柿崎区の現状と今後を一緒に考えてみませんか。 

詳しくは、1月下旬の回覧チラシをご覧ください。 

 

日時 令和 8 年 2月 22日(日) 午前 9 時 30分～11時 30分 

会場 柿崎コミュニティプラザ 4階 ホール 

内容 柿崎区地域協議会の活動報告 

    上越地区産業廃棄物最終処分場の整備について 

    柿崎区小学校の統合に関する状況について 


